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西諸広域圏域の概要

　本圏域は、宮崎県の中西部に位置し、東は西米良村・綾町・宮崎市高岡町、西は鹿児島県、南は
都城市、北は熊本県に接した地域で、東西４７ｋｍ、南北３１ｋｍ、面積９３１．２５ｋ㎡であり、中心市で
ある小林市は宮崎県庁所在地から４６ｋｍ、宮崎空港及び鹿児島空港から１時間内に位置する。
　気候は、夏期に暑く冬期に冷え込む典型的な温暖湿潤気候で、四季の変化に富んだ自然豊かな
環境である。
　河川は、小林市とえびの市を境として大淀川水系と川内川水系にわかれ、東部は、小林市須木か
ら本庄川及び浦之名川が綾町を貫流し、小林市から岩瀬川が小林市野尻町と都城市高崎町を貫
流、高崎川が高原町に端を発し、それぞれ下流の大淀川に注がれている。
　西部は、川内川が九州山脈を源にして、えびの市の中心部を流れ鹿児島県へと注いでいる。
　周辺の山岳地帯は、森林資源が豊富で多量の林産物を産するほか、霧島錦江湾国立公園の「え
びの高原」、火口湖として知られる「御池」、自然美の景観を誇る「大幡山周辺」、県立公園の「矢岳
高原」、人造湖の「岩瀬ダム湖・綾南ダム湖（小野湖）」、全国名水百選に選ばれた「出ノ山湧水群」、
その他「京町温泉郷」など観光資源も豊富である。
　また、岩瀬川の小林市と小林市野尻町境には絶滅危惧種の水草「オオヨドカワゴロモ」が世界唯一
自生している。
　交通網は、ＪＲ吉都線・ＪＲ肥薩線・国道２２１号線・国道２２３号線・国道２６５号線・国道２６８号線が
縦横を走り、食糧供給基地としての流通拠点でもある。
　また、高速自動車道は、えびのＩＣ、小林ＩＣ及び高原ＩＣの３か所のインターチェンジを有し、「宮崎
県の西の玄関口」としても、重要な拠点となっている。

（令和７年12月31日現在）
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圏域内における人口・世帯の推移

　本圏域の人口は、昭和３０年頃には１２万人を超えていたが、その後毎年減少し、国勢調査人
口で昭和５０年９０，７５４人、昭和５５年９２，７９２人、昭和６０年９４，２４２人と各構成市町村でも
微増で推移していたが、平成２年の国勢調査人口では９２，２９０人と小林市を除く他の市町村は
減少しはじめ、平成７年の国勢調査人口では９０，３１９人、平成１２年の国勢調査には８７，８５７
人、合併後の平成２２年の国勢調査では７９，８７６人、令和２年の国勢調査では６９，９４７人と７
万人を割り込み、全構成市町で年々過疎化、少子化により減少している。
　一方、世帯数については国勢調査の昭和５０年２６，６４７世帯、昭和５５年２８，５３０世帯と年々
増加してきており、昭和４５年国勢調査時１世帯当たり平均３．７人家族が、平成２年国勢調査で
は、１世帯当たり平均３人弱となり、令和２年国勢調査では１世帯当たり２．２人と著しく核家族化
が進んできている。
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市町村名

小 林 市
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議決機関

西諸広域行政事務組合議会（構成市町議会議員・議員定数11名）

議　　会

 小林市議会議員　　６名

 えびの市議会議員　３名

 高原町議会議員　　２名

 小林市選出監査委員（学識経験者）

 高原町議会選出監査委員（議会選出）

公平委員会  えびの市選出公平委員

 小林市選出公平委員

 高原町選出公平委員

監査委員

会計管理者
（代表理事の属する市

町の会計管理者）
幹事会

（各市町企画担当課長）

組　　織

西諸広域行政事務組合機構図

理事会
（各市町長）

消防長

事務局長

             西諸広域行政事務組合の事業と組織

共同処理する事務

　１．関係市町職員の合同研修に関すること。

　２．消防及び救急業務に関すること。（消防団の運営に関する事務を除く）

　３．西諸広域葬祭センターの設置及び管理運営に関すること。

4




